
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

スチーム・ジェネレータ 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 電気式ボイラーと蒸気噴出器を配管で接続するもので、蒸気噴出器は浴室、部屋

の壁に取付けて暖房を行うものである。 

 蒸気の噴出量等は、専用のコントローラで調整する。 

 

 

○構造、仕様、意匠 

 ボイラー外観寸法等：幅４５１×奥行２９８×高さ３０５㎜、重量２０～３０㎏

 ボ イ ラ ー 定 格：２２０Ｖ、１８、２２、２６、３０ｋＷ各種 

 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、電熱器具に該当するが、定格消費電力が１０ｋＷを超えていることか

ら、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 なお、据付工事等については、「電気設備の技術基準」に基づいて行う必要があ

る。 

 


